
クスリのアオキからのお知らせ

2020年4月10日に厚生労働省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての

電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が発出されました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例として、電話等を用いた服薬指導及びお薬の

配達が可能となる措置がとられております。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるとともに、患者様の選択肢を広げることで安心して

治療を続けていただける環境を提供して参ります。

（注） 電話診療が難しい場合でも、薬局での人との接触を減らせることが可能です。

処方箋アプリ受付も参考にし、感染症対策にご協力をお願い致します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための

電話を用いた服薬指導およびお薬の配達について

調剤を希望する薬局のFAX番号を医療機関でお伝えください
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②処方箋のFAX
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※本人・保護者から必ず連絡してください

電話診療可だった場合は

お薬を受け取る薬局をお伝えください

③電話による服薬指導

④お薬の受取

要相談

薬局に来られない事情がある場合には宅急便等での配達も可能です


